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(57)【要約】
本発明は、発電機、電気負荷、電力補償システム、送電
線、デジタル電子プロセッサおよび遠隔読み出し可能な
量計を備えている、電源監視調整システムを含む電気ネ
ットワークにおける無効電力の消費を最適化する方法に
関する。上記方法は、少なくとも１つの遠隔読み出し可
能な量計を介して上記電気負荷のデータセットを計測す
る工程と、上記電気負荷のデータセットを収集し、かつ
データ曲線を構築するために、上記デジタル電子プロセ
ッサに上記データセットを送信する工程と、上記電気負
荷の力率を算出する工程と、算出された上記力率が、既
定の閾値未満または閾値に等しい値を有する場合、導入
される上記補償システムのタイプおよび構成を設定する
ことによって無効電力の補償を可能にする工程と、上記
補償システムを作動することによって無効電力に対する
補償を行う工程と、を備えている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源監視調整システム（１００）によって電気ネットワークにおける無効電力量の消費
を最適化する方法であって、
　上記システム（１００）は、
　発電機（１１０）と、
　電気負荷（１２０）と、
　電力補償システム（１３０）と、
　送電線（１４０）と、
　デジタル電子プロセッサ（１５０）と、
　遠隔読み出しが可能な量計（１６０）と、を備えており、
　遠隔読み出しが可能な少なくとも１つの量計を用いて上記電気負荷によって消費される
電力を計測する工程と、
　上記電気負荷によって消費される電力を収集し、かつデータ曲線を作成するために、上
記デジタル電子プロセッサに電力を送信する工程と、
　上記電気負荷の力率を算出する工程と、
　算出された上記力率が、既定の閾値未満または閾値に等しい値を有する場合、導入され
る上記補償システムのタイプの設定、および構成によって無効電力量の消費を可能にする
工程と、
　導入される補償システムを作動することによって上記無効電力量を補償する工程と、を
含む
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　上記補償システムの構成および作動と同様に、上記電気負荷によって消費される電力の
計測、上記データ収集、および上記力率の算出が自動化されている
ことを特徴とする請求項１に記載の電気ネットワークにおける無効電力量の消費を最適化
する方法。
【請求項３】
　上記補償システムの構成および作動と同様に、上記電気負荷によって消費される電力の
計測、上記データ収集、および上記力率の算出がリアルタイムかつ遠隔で監視される
ことを特徴とする請求項１または２に記載の電気ネットワークにおける電力量の消費を最
適化する方法。
【請求項４】
　上記方法のすべての工程が定期計測モードと任意の時間における計測モードとの間で切
り替えられ得る
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の電気ネットワークにおける電力
量の消費を最適化する方法。
【請求項５】
　電力量の消費が、力率値の範囲をあらかじめプログラミングされることによって能動的
に行われる
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の電気ネットワークにおける電力
量の消費を最適化する方法。
【請求項６】
　導入される上記補償システムの構成は、上記システムの作動閾を定義することに存する
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の電気ネットワークにおける電力
量の消費を最適化する方法。
【請求項７】
　上記補償が、達成されるべき２つのカテゴリーの目的に基づいて実行され、
　上記電気負荷を対象とする上記補償は、上記電気負荷のレベルの上記力率が所定の閾値
を超過する場合に達成される補償であって、
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　電気ネットワークを対象とする上記補償は、上記電気ネットワークのレベルの上記力率
が所定の閾値を超過する場合に達成される補償である
ことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　上記電気負荷を対象とする上記補償は、下記３つのモード：個々の補償モード、部分補
償モード、全体補償モードのうちの１つから選択される補償モードに従った上記無効電力
量の補償によって達成される
ことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　電気ネットワークを対象とする上記補償は、受動モードにおいて、あらかじめ算出され
、かつ自動的にアップロードされているデータを収集する工程を含んでいる
ことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　電気ネットワークを対象とする上記補償は論理的なものであり、負荷を対象とする上記
補償のための配電計画の形をとる
ことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　〔技術分野〕
　本発明は、電気ネットワークの監視の分野および無効電力量の消費の最適化に関する。
【０００２】
　より具体的には、無効電力量の検出を自動化することにより、電気ネットワークにおけ
る電力消費の最適化を可能とする方法に関する。
【０００３】
　〔先行技術〕
　最先端技術として、仏国特許出願公開第２４９４０５５号明細書に記載されている解決
法が知られている。この出願には、ネットワークに接続されている少なくとも１つの補償
ユニットを含む、ネットワークにおける無効電力量を補償するための装置が示されている
。上記補償ユニットは、インダクタ、コンデンサおよび第１の双方向サイリスタスイッチ
ならびに第２の双方向サイリスタスイッチを備えている。当該補填ユニットは、論理ＯＲ
ゲートと、一方では、上記第１のスイッチへの端子電圧の既定の閾値の検出を含む第１の
計測回路への、およびまた一方では、上記第２のスイッチへの端子電圧の既定の閾値の検
出を含む第２の計測回路への入力、を備える制御手段と同様である。
【０００４】
　同様に知られているのは、仏国特許出願公開第２６９３６０１号明細書によって提案さ
れている解決法である。当該解決法には、制御されるスイッチの接続部の下流にある、主
電源回路における電流を計測するための手段、および電流計測手段の出力に接続されてい
る、皮相電力の典型的な大きさを計測するための手段を含む無効電力補償装置が記載され
ている。上記制御されるスイッチの開口部は、上記典型的な大きさが既定の閾値より大き
い場合に作動される。
【０００５】
　無効電力量補償システムのための電流調整解決策も、当技術分野において知られている
。
【０００６】
　仏国特許出願公開第２８７３８６６号明細書は、電流調整装置の例を記載している。当
該装置は、二次巻線が配電ネットワークと無効電力量補償コンデンサとの間に直列に接続
されている結合変圧器と、能動フィルタのインバータに閉ループ電流制御を与えるために
、電流の基本値を評価するインバータおよび電流制御ループを備えた能動フィルタを備え
ている。
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【０００７】
　〔先行技術の欠点〕
　ネットワークにおける上記無効電力量を補償する装置に関する先行技術の解決策は、い
くつかの欠点を有する。
【０００８】
　いくつかの解決策は、遠隔で無効電力量を検出する能力を提供しない機械によって事前
に決定された閾値に基づくため、使用の実情に適応して使用することができない。
【０００９】
　他の解決策は、ある時間の現場の労働者の関与を必要とする。この解決策は、遠隔監視
および連続監視を可能にし得ない。
【００１０】
　さらに、先行技術の解決策は、個々の電気負荷を補償するのに適している。よって、先
行技術の解決策は、複数の場所の、同時集中型の管理を可能にし得ない。
【００１１】
　最終的に、先行技術の解決策は、受動的補償に限定される。上記補償装置は、補償を開
始する引き金となる所定の閾値を待たなければならない。上記補償装置は、あらかじめプ
ログラミングされた能動補償を可能にし得ない。
【００１２】
　〔本発明によって提供される解決策〕
　これらの欠点を改善するために、本発明は、最も一般的な意味では、監視および調整シ
ステムを用いた電気ネットワークにおける無効電力の消費を最適化する方法に関する。上
記システムは、発電機、電気負荷、電力量計、電力補償システム、送電線およびデジタル
電子プロセッサを備えている。上記方法は、上記電気負荷によって消費される電力を、遠
隔読み出しが可能な少なくとも１つの電力量計によって計測する工程と、このデータを収
集し、かつデータ曲線を作成するために上記データを上記デジタル電子プロセッサに送信
する工程と、上記電気負荷の力率を算出する工程と、算出された上記力率が、既定の閾値
より低いまたは同等の値を有する場合、無効電力を補償する必要を確認する工程と、導入
される上記補償システムのタイプおよび構成を決定する工程と、その後上記補償システム
を制御する工程とを含む。望ましくは、全ての電気負荷データの計測、データの収集、力
率の算出、および電力の補償が自動化されることである。
【００１３】
　ある実施形態によれば、全ての電気負荷データの計測、データの収集、力率の算出、お
よび電力の補償は、リアルタイムかつ遠隔で監視される。
【００１４】
　別の実施形態によれば、上記方法における各工程は、定期計測モードと任意の時間にお
ける計測モードとの間で切り替え得る。別のある実施形態によれば、電力の補償は、あら
かじめプログラミングされたパラメータによって能動的に行われる。
【００１５】
　好都合なことに、２つのタイプの補償が、達成されるべき目標によって実行され得る。
例えば、上記２つのタイプの補償は、「電気負荷を対象とする補償」と言われる補償、お
よび「電気ネットワークを対象とする補償」と言われる補償であり得る。「電気負荷を対
象とする補償」は、電気負荷のレベルの力率が、（負荷のエンドユーザによって都合よく
決定された）所定の閾値より大きい場合に達成される補償を意味する。「電気ネットワー
クを対象とする補償」は、電気ネットワークのレベルの力率が、（上記ネットワークの操
作者によって都合よく決定された）所定の閾値より大きい場合に達成される補償を意味す
る。
【００１６】
　１つの実施形態によれば、電気負荷を対象とする補償は、以下の３つのモード：個々の
補償モード、部分補償モードおよび全体補償モード、の中から選択された１つの補償モー
ドに係る上記無効電力の補償によって達成される。
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【００１７】
　別の実施形態によれば、電気ネットワークを対象とする補償は、受動モードにおいて算
出および自動的にアップロードされたデータを収集する工程と、負荷を対象とする補償の
ための配電計画の形式をとる論理的な補償工程と、を含む。
【００１８】
　本発明は、改善された寸法の調整、小さな電圧降下および線路損といった技術的観点か
ら、いくつかの利点を有する。経済的理由から、無効電力の消費をなくし、有効電力を増
加させることは、企業に対する請求額を削減する。
【００１９】
　さらに、本発明により、遠隔で行われるべき電力診断が可能になり、特に、現場に技術
者を行かせる必要、および高額な計測器を導入する必要をなくす。本発明は、あつらえ向
けのサービスである。
【００２０】
　〔図面の詳細な説明〕
　本発明は、添付の図面を参照すると同時に、非制限的である例示的な実施形態に関する
本発明の以下の説明を読めば、よりよく理解されるであろう。
【００２１】
　図１は、本発明に係る、配電網における監視および調整システムを説明する概略図を示
す。
【００２２】
　図２は、電流および電力の、有効および無効部分の見かけ上のベクトルを示す。
【００２３】
　図３は、三相交流回路における有効電力、無効電力および皮相電力を示す。
【００２４】
　図４は、９０秒の期間にわたって毎秒収集された上記三相の力率を示す。
【００２５】
　図５は、電気負荷を対象とする補償と電気ネットワークを対象とする補償との間で収集
されたデータの流れを説明する概略図を示す。
【００２６】
　〔本発明の非制限的例の詳細な説明〕
　図１は、電源監視調整システム１００の、本発明にかかる概略図を示している。上記監
視システムは、発電機１１０、電気負荷１２０、無効電力補償システム１３０、送電線１
４０、デジタル電子プロセッサ１５０および遠隔読み出しが可能な電力量計１６０を備え
ている。
【００２７】
　上記発電機１１０は、上記送電線１４０を通して上記電気負荷１２０へ電力を供給する
。交流回路において、変圧器は、所定の固定電圧で電流を送る。上記電気負荷１２０の特
性にしたがって、当該電気負荷は、抵抗性受容体、誘導性受容体および容量受容体として
分類され得る。誘導性受容体および容量受容体は、電圧に対して電流の位相シフトを誘導
する。この位相シフトは、熱または機械的な作用力に相当しない電力の無駄な消費を引き
起こす。電力を節約するために、上記電力補償システム１３０は、上記デジタル電子プロ
セッサ１５０によってセットアップおよび構成される。
【００２８】
　電力量計（１６０）は、ユーザの必要に従って、遠隔読み出しと、電気負荷によって消
費される電力の計測とを既定の時間で定期的に、または自動的におよび継続的に行うこと
ができる。上記電力量計は、上記電気負荷の端部、または上記発電機の端部に設置されて
いる、もしくは媒介として設置されている。上記電力量計は、上記デジタル電子プロセッ
サ１５０へ、上記電気負荷によって消費される電力に関するデータを送信する。上記デー
タは、上記電力補償システム１３０のコントローラに適用される構成を決定するために使
用されるアルゴリズムを用いて分析される。
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【００２９】
　図２は、電流の位相シフトならびに有効電力および無効電力の位相シフトを示している
。上記電気負荷は、誘導性受容体、容量受容体および抵抗性受容体を備えており、上記位
相シフトを誘導し得る。誘導受容体または容量受容体が上記回路内に接続される場合、全
電流Ｉｓは、電圧に対してｐｈｉ（φ）から位相シフトされ、２つの部分に分解される。
ここで、２つの部分は、構成要素が電圧と同位相である有効電流Ｉｐ＝Ｉｓｘｃｏｓφと
、および構成要素が電圧の位相から９０°離れている無効電流Ｉｑ＝Ｉｓｘｓｉｎφと、
に分解される。
【００３０】
　有効電力の式：
　Ｐ＝Ｕ×Ｉｓ×ｃｏｓφ
　において、φは、電圧に対する全電流の位相シフトである。上記因数ｃｏｓφは、力率
と呼ばれており、ほとんどの電気機械の電気表札上にしばしば示される。有効電力Ｑは、
上記有効電力Ｐに対する類比によって定義される。：
　Ｑ＝ｕ×Ｉｓ×ｓｉｎφ
　上記無効電力は、装置内の誘導性受容体（モーター、蛍光灯）および容量受容体（コン
デンサ）の妥当性を評価するために使用される。全電流と電圧との積は、皮相電力Ｓ：
　Ｓ＝Ｕ×Ｉｓ
と呼ばれている。
【００３１】
　図３は、三相交流回路における有効電力、無効電力および皮相電力を示している。本デ
ータは、９０秒の期間にわたって毎秒収集される。
【００３２】
　交流を供給される上記電気負荷は、所定の継続時間に対する有効電力および無効電力の
それぞれにおける作用に相当する、有効電力量および無効電力量を含む。上記有効電力量
は、機械エネルギーまたは熱に変換される。上記無効電力は、負荷に存在する誘導性受容
体／容量受容体に本質的に起因しており、かつ熱および機械による作用力のいずれにも相
当しない。既知の方法で、上記無効電力量は、例えばコンデンサ・バンクシステムなどの
補償システムを上記送電線に接続することによって減らされ得る。上記補償システムは、
高調波ひずみを低減すること、ならびにピークが過剰消費につながることおよび機器の耐
用年限に影響を及ぼすことを回避することを目的とする、抗高調波フィルタも含み得る。
【００３３】
　図４は、９０秒の期間にわたって毎秒収集された三相の力率を示している。０．７５の
値における力率ｃｏｓφは、既定の閾値未満であり、導入の機器における上記無効電力量
の需要が高すぎることを示している。上記補償の目的は、過補償または過負荷を誘導する
ことなく、力率を最大化することである。例えば、力率が０．９５未満の場合、高い位相
シフトメールアラートの引き金となる。さらに、上記補償は、不要になり、別のアラート
が送信される。
【００３４】
　電力量の消費を最適化する過程は、４つの工程を含む。
【００３５】
　第１の工程は、監視期間中に、電気負荷によって消費される電力を計測する工程である
。上記計測は、自動的かつ継続的に、所定の期間が経過するか既定の電力量が消費される
まで、実行される。例えば、次世代の電力量計の遠隔読み出しに基づいて、上記データは
１０分ごとに収集される。労働者が午前８時から午後８時まで働く工場においては、１週
間当たりの電力負荷の記録は、各機械が接続される限り、例えばパラメータ変動などの、
典型的な消費行動を示すであろう。上記無効電力量の消費が、週の終わりの前に所定の閾
値を超過した場合、これは電力量の無駄を示すので、監視期間はすみやかに終わる。
【００３６】
　第２の工程は、位相シフト（進みまたは遅れ）のタイプ、上記位相シフトが引き起こさ
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れる時間、および上記位相シフトの継続期間を分析する上記デジタル電子プロセッサ１５
０へデータを送信する工程に存する。既知の方法で、容量性電流位相が、電圧位相より９
０°進んでいるのに対し、誘導電流位相は９０°遅れている。上記抵抗性受容体は、上記
電流位相を変化させない。
【００３７】
　第３の工程は、上記補償アルゴリズムが力率を算出し、かつ必要であれば、特に電力供
給者と電気負荷を所有するユーザとの間で締結されている契約によって警告する、診断工
程である。この例が、図４に示されているものである。範囲（０．９５、１）における力
率ｃｏｓφの推奨値は、最適化された状況だと考えられる。この範囲外において、上記補
償システムは、手動制御または自動制御のいずれかによって作動される。上記補償システ
ムの安定性を確実にするために、この範囲外の力率の継続期間も考慮される。
【００３８】
　第４の工程は、関係するネットワークおよび上記ネットワークのニーズに適した補償モ
ードにおける補償機器を導入する工程に存する。例えば、補償は３つのモードで実行され
得る。
【００３９】
　第１のモードは、個々の補償に存する。上記補償機器は、各誘導受容体または容量受容
体の端子に直接接続される。この補償は、無効電力量が消費されるちょうどそこに、およ
び要求に適応される分量で、無効電力量を生成するため、技術的観点から、理想的である
。しかしながら、この補償は、好ましくは、操作スケジュールが所定の時間に達する、お
よび無効電力量が所定の閾値に達するかいずれかを満たす機械に対して使用される。
【００４０】
　第２のモードは、部分補償に存する。上記補償機器は、領域別に導入される。１つの領
域において、異なるレセプタを備えたいくつかの機械が、同一の電力供給ネットワークに
接続されている。領域の電力負荷曲線は、この領域内に接続されている様々な機械の位相
シフトのキャンセルおよび増幅から生じる無効電力および無効電力量を示す。
【００４１】
　第３のモードは、全体補償に存する。補償機器は、電気負荷より先に導入され、かつ上
記補償の全負荷を処理する。上記負荷は、電力供給者によって導入された上記変圧器を解
放するのに役立つ。しかしながら、上記位相シフトは、全ての接続された機械の集合効果
に起因して不規則に変更し得る。
【００４２】
　すべての工程は自動化され、さらにリアルタイムかつ遠隔で制御され得る。消費履歴に
よって、上記パラメータは、電気負荷の使用を能動的に補償するために、上流にプログラ
ムされ得る。ユーザの要求によって、上記パラメータは、力率ｃｏｓφの範囲が、例えば
朝の値と異なる、かつそれぞれに異なる午後の値を有するために、遠隔地から変更され得
るように、要求された時間で異なり得る。
【００４３】
　いくつかの機械の周期性に起因して、定期計測モードは、いくつかの情報を非表示にす
る。定期計測モードから任意計測モードに切り替えることは、所定の情報を検証するのに
役立つ。同様に、および有利に、負荷電力計測機能が任意モードで行われる場合、他のす
べての機能は任意モードに切り替えられる。
【００４４】
　補償は、達成されるべき目的に基づいている。一般的に、達成されるべき２つのカテゴ
リーの目的がある。１つは上記電気負荷に関連するものであり、１つは上記電気ネットワ
ークに関連するものである。上記電気負荷を対象とする上記補償は、上記電気負荷のレベ
ルの力率が、上記負荷のエンドユーザによって決定される所定の閾値を超過する場合に達
成される補償であるのに対して、電気ネットワークを対象とする上記補償は、上記電気ネ
ットワークのレベルの力率が、上記ネットワークの操作者によって決定される所定の閾値
を超過する場合に達成される。
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【００４５】
　上記例は、特定のＳＭＥまたはＳＭＩ、もしくはコミュニティにおけるエンドユーザに
対する負荷を対象にした補償に関係する。収集されたデータは、電気負荷による無効電力
量の消費に関係する未加工データである。また、上記補償は、例えばコンデンサ・バンク
といった補償装置を遠隔で制御することによって実行される。
【００４６】
　以下の段落は、電気ネットワークを対象とする補償を提示している。最新技術が有する
問題は、普通は、隅から隅まで実行されることである。２０１２年の国際配電会議（ＣＩ
ＣＥＤ）において提示されている「配電変圧器監視システムにおける無効電力補償の実現
」という表題の文献は、配電変圧器システムに基づいて、上記ネットワークを対象とする
補償のための装置の実現について提示している。
【００４７】
　しかしながら、それは単に、総計消費データに基づく全体補償にすぎず、ＳＭＥまたは
ＳＭＩもしくはコミュニティのユーザの集団の補償を調べることおよび制御することによ
って補償する能力を含んでいる先行技術の方法はない。
【００４８】
　本発明の提案は、配電システムに基づいた、ネットワークを対象とする補償方法を提供
することである。負荷を対象とする補償を用いて、個々の補償データが各ＳＭＥまたはＳ
ＭＩユーザの上記負荷に対して得られる。また、このデータを用いて、補償は、各ユーザ
を制御することによって、公共の電力網に対して実行され得る。クラウドベースの技術基
盤から駆動された作動センサのおかげで、エンドユーザの無効電力量の消費が制御され得
る。公共であるか、または様々なユーザのネットワークと関係するかどうかにかかわらず
、配電ネットワーク自体の制約に基づいた作動も、可能である。
【００４９】
　２つの態様が、上記ネットワークを対象とする補償を達成するために、データ収集およ
び補償の分野において、開発されている。負荷を対象とする補償において、データ収集は
、未加工データを用いた、能動モードで実行される遠隔読み出しであるが、上記ネットワ
ークを対象とする補償では、データ収集は、計算およびアップロード自動的に行われたデ
ータすべてを用いて受動モードで実行される計測である。さらに、負荷を対象とする補償
において、上記補償は、例えばバンクなどの装置を用いた物理的なものであるが、上記ネ
ットワークを対象とする上記補償は、上記電気ネットワーク全体に利益をもたらすために
、負荷を対象とする上記補償のための配電計画の形をとる論理的なものである。
【００５０】
　上記補償は、二段階の技術インフラに基づいている。
【００５１】
　・第１段階
　下記を達成するためにクラウドベースの集合エンジン、サーチエンジンおよび計算エン
ジンを備えている基盤：
　‐ユーザが無効電力量の補償にふさわしいかどうかを決定する、
　‐無効電力量を管理する、
　‐ＥＤＦなどの電気技師がビッグデータ生産基盤に対してデータモデルを使用すること
を可能にする。
【００５２】
　・第２段階
　上記無効電力量の補償のハードウェア部分に加えて導入され、かつ上記基盤によって駆
動される無線作動装置（モノのインターネット）。
【００５３】
　図５は、上記電気負荷を対象とする補償と電気ネットワークを対象とする補償との間で
収集されたデータの流れを説明する概略図を示している。上記補償は、負荷５１０および
５１１のレベルですでに行われている。次に、あらかじめ算出されたデータ５４０は、ク
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ーク５５０を対象とする補償に対するＩＴフローを、様々な電気技師５３０に転送する。
【００５４】
　上記補償のこの概略図は、様々な負荷が異なる補償レベルを有するコミュニティの、具
体的な例を用いてよりよく理解され得る。例えばスイミングプール、公共照明の光点への
ケーブルのコンセント、集中学生食堂などの、異なる負荷を含むコミュニティについて、
これらの負荷それぞれは、負荷を対象とする上記補償方法に従って個々に補償され得る。
さらに、自動的にアップロードされるデータのおかげで、上記ネットワークを対象とした
上記補償は、例えばＥＤＦなどの公共の配電ネットワークの利点に対して役立ち得る。
【００５５】
　上記負荷の個々の補償を用いる、けれどもすべての機器に達することなく、自動データ
アップロードシステムを用いて得られる０．８の全体力率ｃｏｓφの場合において、上記
基盤は、上記ネットワークを対象とする補償に対する実施計画を実行する。それ故、もし
、０．９３で補償される上記プール、および個々に補償され得ない光点の例を取る場合、
上記ネットワークを対象とする上記補償は、上記ネットワーク全体の利益のための０．９
３以上の上記プールの個々の補償を制御することに存する。
【００５６】
　上記公共の配電ネットワークを対象とする補償の主な利点は、例えばフランスの地方の
バールおよびアルプマリティムなど、回線の最後までを含む、無効電力量を伝えなければ
ならなかった、送信システムの操作者に対する制約を緩和することである。これは、何千
ものエンドユーザにおける無効電力量を補償する方法であり、第三セクタが大規模にエア
コン用コンプレッサを備えていることを特に考慮すると、フランスのプロヴァンス・アル
プス・コートダジュール地方における高電圧の電気ネットワークを増強する、確かな代替
案である。エアコン用コンプレッサは、実際は低下した力率を有する可能性がある。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
　本発明は、添付の図面を参照すると同時に、非制限的な例示的実施形態に関する本発明
の以下の説明を読めば、よりよく理解されるであろう。
【図１】本発明に係る、配電網における監視および調整システムを説明する概略図を示す
。
【図２】電流および電力の、有効および無効部分の見かけ上のベクトルを示す。
【図３】三相交流回路における有効電力、無効電力および皮相電力を示す。
【図４】９０秒の期間にわたって毎秒収集された上記三相の力率を示す。
【図５】電気負荷を対象とする補償と電気ネットワークを対象とする補償との間で収集さ
れたデータの流れを説明する概略図を示す。
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